
「５月 11日以降の学校預かりについて」 

 

 学校の臨時休校がさらに５月 31日（日）までに延長されたことに伴い、以下

に該当する御家庭に限り「学校預かり」を行います。 

・保護者が医療従事者である場合 

・保護者が社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な場合 

・ひとり親家庭などで保護者が仕事を休むことが困難な場合 

・障害があることにより一人で過ごすことが難しい場合 

・その他やむを得ない理由がある場合 

 

「学校預かり」を希望される御家庭は、以下の日時に直接学校にお越しいただ

き、職員が申請の理由を聞き取った上で、申請書に記入していただきます。 

【申請日時】５月７日（木）～８日（金）7：30～18：00 

【場所】事務室 

【持ち物】印鑑 

【その他】「学校預かり」は８：30～15：00 

    登校日の 5/12（火）、18（月）、25（月）、27（水）、29(金)はできる限

り学校預かりを御遠慮いただけるとありがたいです。事情のある御家

庭は、申請時に御相談願います。 
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